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九州大学先導物質化学研究所規則

平成１６年度九大規則第１３８号

施 行：平成１６年 ４月 １日

最終改正：令和 ３年 ４月２７日

（令和３年度九大規則第１９号）

（趣旨）

第１条 この規則は、九州大学学則（平成１６年度九大規則第１号。以下「学則」という。）第

８条第３項の規定に基づき、先導物質化学研究所（以下「研究所」という。）の内部組織その

他必要な事項を定めるものとする。

（所長）

第２条 学則第２５条の規定により、研究所に、所長を置く。

（副所長）

第３条 学則第２５条の規定により、研究所に、副所長を置く。

２ 副所長は、研究所の専任の教授をもって充てる。

（教授会）

第４条 学則第３１条の規定により、研究所に、教授会を置く。

（運営諮問委員会）

第５条 研究所に、研究所の運営等に関する事項について所長の諮問に応じるため、運営諮問委

員会を置く。

２ 運営諮問委員会の組織、議事の手続その他必要な事項は、別に定める。

（補則）

第６条 この規則に定めるもののほか、研究所の運営等に関し必要な事項は、教授会の議を経て、

所長が定める。

附 則

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則（平成１８年度九大規則第１２６号）

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成２６年度九大規則第１０５号）

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（令和３年度九大規則第１９号）

この規則は、令和３年５月１日から施行する。


